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更正決定等に伴い国費を支出する場合の基本的な考え方等に

ついて‘､ (事務連絡)
． ／

書記官等の事務処理の誤りに伴う国費の支出については，平成31年書記官等の事務処理の誤りに伴う国費の支出については，平成31年4月16日

付け最高裁判所事務総局経理局監査課長及び同主計課長事務連絡「書記官等の事務

処理の誤りに伴い国費を支出する場合の基本的な考え方等について」によっていた

だいているところですが， これとは別に；更正決定（更正処分を含む。 ）に伴う費

用について国費を支出するのが相当な場合があると考えられますので,別紙のとお

りその考え方等を整理しました。

ついては，執務の参考にしてく'ださい。
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（別紙）

1 更正決定等に伴い国費を支出する場合の基本的な考え方等

更正決定（更正処分を含む｡以下同じ。 ）は,民事訴訟法等の法令に基づく手

続でありⅢ, ヘ更正決定正本（更正決定謄本を含む。以下同じ。 ）の送達（送付を含

む｡以下同じ。 ）に要する費用は当事者が予納した郵便切手や保管金を用いるの

が原則である。

もっとも，更正決定の対象とした判決書等における誤記等の内容及びその生じ

た理由について一定の事由が認められる場合には, ､更正決定正本の送達費用相当

額について， 国費を支出するのが相当であることも考えられる。また， この場合

には，更正決定に伴い生じることになる更正決定正本の送達証明書等の交付手数

料や同証明書等の申請・交付に要する郵送費用についても国費を支出するのが相

当と考えられる。

そこで，本事務連絡は，更正決定に伴い国費を支出する場合の基本的な考え方

等を示すとともに， 自庁限りで国費の支出を判断して差し支えない類型等を提示

､することとしたものである｡

に

2 自庁限りで判断して差し支えない類型

(1)要件

更正決定の対象とした判決書等について,裁判体（更正処分の場合は，担当

書記官。以下同じ｡ ）の意見を踏まえ，次の要件を全て充足すると判断する場

合には, 更正決定に係る(2)の費用について， 自庁限りの判断にて国費を支出し

て差し支えない。 ，

なお，次に掲げる要件に該当する事案であっても，疑義がある事案について

は，適宜上級庁に対する求意見を行うことは差し支えない。

ア判決書等のうち当事者の表示や主文等に「計算違い，誤記その他これらに

類する明白な誤り」が存するため；更正決定をしなければ， 当該判決書正本
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等を用いるその後の手続（強制執行）登記，供託，戸籍及び年金分割等の手

続）を行うことができないと見込まれること

イ判決耆等における「計算違い，誤記その他これらに類する明白な誤り」が

もっぱら裁判所職員の責めに帰すべき事由によるものであり, 当事者に何ら

落ち度がないこと

(2) 国費を支出する費用

次のアからエまでの費用が国費を支出する対象となる。ただし， これらの費

用のうち，仮に更正決定が行われなくても生じていたと評価できる費用相当額

につ:いては，国費を支出する対象とはならない（例えば，更正決定正本を判決

書正本に同封して送達することが通常行われる事務である場合に， その送達費

用が1《099円であり,判決書正本のみを送達したと仮定した場合における

送達費用相当額が1， 089円であるときは，国費を支出する送達費用の額は

1 (0円となる。 ） 。

ア更正決定正本の送達費用

イ更正決定正本の送達証明書又は更正決定の確定証明書の交付手数料

ウ更正決定正本の送達証明書又は更正決定の確定証明書の交付申請に要する

郵送費用

エ更正決定正本の送達証明書又は更正決定の確定証明書を交付するための郵

送費用

(3) 国費を支出する方法（別表についても参照)

ア①当事者の郵便切手を用いて既に送達や郵送をした場合及び②当事者が(2)

のウの郵送費用を既に負担した場合

（項）裁判費（目）賠償償還及払戻金（以下「賠償償還」 という。 ）による

金銭賠償をする。ただし,当事者が郵便切手による補てんを求める場合には，

， （項）裁判費（目）裁判庁費（以下「裁判庁費J という6 ）で購入した郵便切

手を当事者に送付（当該送付費用は裁判庁費から支出）する （※） ･
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※更正決定正本の送達費用について当事者が郵便切手による補てんを

求める場合には，裁判庁費で購入した郵便切手を予納郵便切手管理袋

に補てんした上で,当事者に返還(当該返還費用は裁判庁費から支出）

する(ただし,当事者に返還すべき予納郵便切手が他にある場合には，

当該予納郵便切手とともに当事者に返還する。 ） 。

イ 当事者が予納した保管金を用いて既に送達や郵送をした場合

賠償償還による金銭賠償をする。

ウ当事者が(2)のイの交付手数料を収入印紙により既に納付した場合

賠償償還による金銭賠償をする。ただし， 当事者が収入印紙による補てん

を求める場合には；裁判庁費で購入，した収入印紙を当事者に送付（当該送付

費用は裁判庁費から支出）する。

エアからウまでの手続等が行われる前に国費からの支出を可能とする判断が

された場合‘

㈱送達や郵送を行う場合

一①裁判庁費で購入した郵便切手を用いて送達等をする方法や，②後納郵

便により送達等をした上で，裁判庁費から郵便局に対する支払を行うなど

の方法による。

仔） (2)のイの交付手数料について

裁判庁費で購入した収入印紙を用いるなどの方法による｡

(ｳ） (2)のウの郵送費用について‐

a 当事者が郵送費用をいったん負担した上での事後的な補てんを求める

場合（なお，補てんの対象となるのは，通常必要と認められる郵送費用

相当額に限られるため，例えば， 当事者が速達や書留などの特殊取扱に

て郵送することを希望する場合であっても，通常は郵送費用全額が補て

んの対象になるとは限らないことに留意する。 ）
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賠償償還による金銭賠償をする。ただし， 当事者が郵便切手による補

てんを求める場合には，裁判庁費で購入した郵便切手を当事者に送付

（当該送付費用は裁判庁費から支出）する･

b当事者が郵送に要する郵便切手の事前送付を求める場合

裁判庁費で購入した郵便切手を当事者に送付（当該送付費用は裁判庁

費から支出）するなどの方法による。

3 最高裁に意見を求める類型

2の類型以外で更正決定に伴う費用を国費から支出する必要があると考えられ

る場合には， 国費からの支出の可否について最高裁に対する求意見をする必要が
〆

ある。

なお，最高裁へ求意見をする場合の窓口は,事務総局広報課報道第一係及び報

道第二係である。

4 国費からの支出の検討と事件進行について

国費からの支出の可否の検討結果は,事件の進行に何ら影響するものではない

ことから〉国費からの支出の可否の検討を理由として事件の進行を止めることが

ないように留意する。

したがって，予納された郵券や保管金の残額が少なく，予納者から追納を受け

なければ更正決定正本の送達手続等が行えない場合には， 国費からの支出の可否

の検討が速やかに終了する見込みがある場合を除き， 当事者対応を行って予納を

求めることとなる （もっとも，裁判体の判断により，国費からの支出の可否の検

討が終了するまで手続を留保することもあり.得る。 ） 。

5最高裁への報告

国費からの支出を行った事案については,必要に応じて，別途経理局監査課が

指示する方法により，報告を求める場合がある。



(別表）

国費を支出する方法
(事務連絡の別紙記載2(3)）I

上国費を支出する費用
(事務連絡の別紙記載2(2)）

国費からの支出を可能とする判断がされた時点において

既に当事者の費用負担により手続等が行われている場合
(事後的に国費を支出する場面）

未だ当事者の費用負担による手続等が行われていない場合
（事前に国費を支出する場面）

○賠償償還による金銭賠償

O当事者が郵便切手による補てんを求める場合には，裁判庁費で購
入した郵便切手を予納郵便切手管理袋に補てんした上で,当事者に返

還する

ア
①

○裁判庁費で購入した郵便切手を用いて送達を行う

○後納郵便により送達をした上で,裁判庁費から郵便局に対して支払う
などの方法による。

エ
㈱更正決定正本の送達費用ア

○賠償償還による金銭賠償イ

ロ 1用

○賠償償還による金銭賠償

○当事者が収入印紙による補てんを求める場合には,裁判庁費で購入
した収入印紙を当事者に送付する

更正決定正本の送達証明書

又は更正決定の確定証明書

の交付手数料

○裁判庁費で購入した収入印紙を用いる
などの方法による。

エ
㈹|ウイ

1

○賠償償還による金銭賠償
○当事者が郵便切手による補てんを求める場合には，裁判庁費で購
入した郵便切手を当事者に送付する

工
励
匂

○賠償償還による金銭賠償
○当事者が郵便切手による補てんを求める場合には，裁判庁費で購
入した郵便切手を当事者に送付する

更正決定正本の送達証明書

又は更正決定の確定証明書
ア
②

ウ

の

工
切
ｂ

ｌ
○裁判庁費で購入した郵便切手を当事者に送付する
などの方法による｡

｣

○賠償償還による金銭賠償
○当事者が郵便切手による補てんを求める場合には，裁判庁費で購
入した郵便切手を当事者に送付する

○裁判庁費で購入した郵便切手を用いて郵送を行う
○後納郵便により郵送をした上で,裁判庁費から郵便局に対して支払う
などの方法による。

更正決定正本の送達証明書
又は更正決定の確定証明書を
交付するための郵送費用

ア
①

工
、
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